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亀山市職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表（第１条関係） 

改正後 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００

分の１２０、１２月に支給する場合には１００分の１２５を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に           １００

分の１２０                     を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について 

は、同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」、 

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用について 

は、同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」  

                        とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 
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（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該 

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、 

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合

には１００分の１００、１２月に支給する場合には１００分の１０５

を乗じて得た額の総額 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該 

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、 

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に          

  １００分の１００                    

を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には

１００分の４７．５、１２月に支給する場合には１００分の５０を

乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に             

１００分の４７．５                    を

乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 

   附 則    附 則 

 （新型コロナウイルス感染症にり患している者等に対して行う業務等

に従事した職員に支給する防疫手当の特例） 

 １１ 職員が、市長が定める期間に、新型コロナウイルス感染症（病原

体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中

華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有する

ことが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）にり患

している者又はその疑いのある者に対して行う業務その他市長がこれ

に準ずると認める業務に従事したときに支給する防疫手当の額は、第

５０条第１項の規定にかかわらず、４，０００円の範囲内において市
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長が定める。 

 （定年の引上げに伴う給与に関する特例措置）  （定年の引上げに伴う給与に関する特例措置） 

１１ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日にお

ける最初の４月１日（附則第１３項において「特定日」という。）以

後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第４条の規定に

より当該職員の属する職員の級及び規則で定められるところにより当

該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以

上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるも

のとする。）とする。 

１２ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日にお

ける最初の４月１日（附則第１４項において「特定日」という。）以

後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第４条の規定に

より当該職員の属する職員の級及び規則で定められるところにより当

該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当

該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以

上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるも

のとする。）とする。 

１２ （略） １３ （略） 

１３ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等された職員で

あって、当該他の職への降任等された日（以下この項及び附則第１５

項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける職員のうち、特定日に附則第１１項の規定により当該職

員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」とい

う。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを

１００円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月

額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除

く。）には、当分の間、特定日以後、附則第１１項の規定により当該

１４ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等された職員で

あって、当該他の職への降任等された日（以下この項及び附則第１６

項において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の

適用を受ける職員のうち、特定日に附則第１２項の規定により当該職

員の受ける給料月額（以下この項において「特定日給料月額」とい

う。）が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の

７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこ

れを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを

１００円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月

額」という。）に達しないこととなる職員（規則で定める職員を除

く。）には、当分の間、特定日以後、附則第１２項の規定により当該
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職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差

額に相当する額を給料として支給する。 

職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差

額に相当する額を給料として支給する。 

１４ （略） １５ （略） 

１５ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１１

項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１３項に規定する職員を

除く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上

必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料

月額のほか、規則で定めるところにより、前２項の規定により準じて

算出した額を給料として支給する。 

１６ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１２

項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１４項に規定する職員を

除く。）であって、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上

必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料

月額のほか、規則で定めるところにより、前２項の規定により準じて

算出した額を給料として支給する。 

１６ 附則第１３項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の

附則第１１項の規定を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当 

該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、 

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところに

より、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１７ 附則第１４項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の

附則第１２項の規定を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当 

該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、 

当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところに

より、前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１７ 附則第１３項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対 

する第４４条第５項（第４７条第４項において準用する場合を含む。） 

の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、

「給料月額と附則第１３項、第１５項又は第１６項の規定による給料

の額との合計額」とする。 

１８ 附則第１４項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対 

する第４４条第５項（第４７条第４項において準用する場合を含む。） 

の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、

「給料月額と附則第１４項、第１６項又は第１７項の規定による給料

の額との合計額」とする。 

１８ 附則第１１項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用

により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 

１９ 附則第１２項の規定の適用を受ける職員には、同項の規定の適用

により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。 

１９ 附則第１１項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行 ２０ 附則第１２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行
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に関し必要な事項は規則で定める。 に関し必要な事項は規則で定める。 

別表 別紙のとおり 別表 別紙のとおり 

 



 

 

 

 

6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7 

 

  

  

  

  

  



 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

9 

  



 

 

10 

亀山市職員給与条例の一部を改正する条例新旧対照表（第２条関係） 

改正後 改正前 

 （期末手当）  （期末手当） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５    

                          を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００

分の１２０、１２月に支給する場合には１００分の１２５を乗じて得

た額に、基準日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

（１）～（４）（略） （１）～（４）（略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、 

同項中「１００分の１２２．５」とあるのは、「１００分の６８．７

５」とする 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、 

同項中「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」、「 

１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（勤勉手当）  （勤勉手当） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準

に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命

権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる

職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 
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（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該 

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、 

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に１００分の１０２．５

                              

を乗じて得た額の総額 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該 

職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、 

又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項

において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対

する地域手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合

には１００分の１００、１２月に支給する場合には１００分の１０５

を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．７５   

                             を

乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任

用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、６月に支給する場合には

１００分の４７．５、１２月に支給する場合には１００分の５０を

乗じて得た額の総額 

３～５ （略） ３～５ （略） 
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亀山市総合保健福祉センター条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第１（第９条関係） 別表第１（第９条関係） 

１ （略） １ （略） 

 ２ 視聴覚室の使用料 

 区分 単位 使用料 

視聴覚室 貸切使用 １時間につき １，０００円 
 

 備考 

 １ 市民以外の者が使用する場合は、当該使用料の倍額とする。 

 ２ 貸切使用以外で個人が使用する場合の視聴覚室の使用料は、無

料とする。 

２ （略） ３ （略） 

 ４ 温泉スタンドの使用料 

 区分 単位 使用料 

温泉スタンド ４０リットルにつき ４０円 
 

  

 


